
 
 
 
 
 
 
 
 平成 29 年９月の財産評価基本通達（以下「評価通達」といいます。）の一部改正により、

「地積規模の大きな宅地の評価」（評価通達 20－２）が新設されました。これにより、平

成 30 年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たす

ものは、「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。 

 なお、この改正に伴い、広大地の評価（改正前の評価通達 24－４）は廃止されました。 

 

 

  「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地（下記Ⅱの１）は、路線価に、奥行価格

補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率（次ページⅡの４）を

乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します（注１、２）。 

 
 評価額 ＝ 路線価 × 奥行価格補正率 ×          × 規模格差補正率 × 地積(㎡) 

 

 （注）１ 倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地（下記Ⅱの１）につ

いては、次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。 

     ① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額 

     ② その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の１㎡当たりの

価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規

模格差補正率（次ページⅡの４）を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した

価額 

    ２ 市街地農地等（市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野をいいます。）につ

いては、その市街地農地等が宅地であるとした場合に「地積規模の大きな宅地の評価」の対象

となる宅地（下記Ⅱの１）に該当するときは、「その農地が宅地であるとした場合の１㎡当たり

の価額」について「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価します。 

 

 

１ 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる宅地 

 「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域においては、下記２のう

ち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。 

 また、倍率地域においては、下記２のものとなります。 

 

２ 地積規模の大きな宅地 

 地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては 500 ㎡以上の地積の宅地、三大都市圏

以外の地域においては 1,000 ㎡以上の地積の宅地をいい、下記３に該当するものを除きます。 

 

３ 地積規模の大きな宅地から除かれるもの 

 次の⑴から⑷のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。 

⑴ 市街化調整区域（都市計画法第 34 条第 10 号又は第 11 号の規定に基づき宅地分譲に係

る同法第４条第 12 項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。）に所在す

る宅地 

⑵ 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地 

⑶ 指定容積率が 400％（東京都の特別区においては 300％）以上の地域に所在する宅地 

⑷ 評価通達 22－２に定める大規模工場用地 

｢地積規模の大きな宅地の評価｣が新設されました 

Ⅱ 「地積規模の大きな宅地の評価」の内容 

Ⅰ 「地積規模の大きな宅地の評価」の概要 

不整形地補正率など 

の各種画地補正率 



 
４ 規模格差補正率 

 規模格差補正率は、次の算式により計算します（小数点以下第２位未満は切り捨てます。）。 

 

 
   規模格差補正率 ＝                  × 0.8   

 
 

 上記算式中の「Ⓑ」及び「Ⓒ」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞ

れ次に掲げる表のとおりです。 

 

 ⑴ 三大都市圏（注）に所在する宅地     ⑵ 三大都市圏以外の地域に所在する宅地 

地区区分 

 

地積 

普通商業・併用住宅 

地区、普通住宅地区 
 地区区分 

 

地積 

普通商業・併用住宅 

地区、普通住宅地区 

Ⓑ Ⓒ  Ⓑ Ⓒ 

 500 ㎡以上 

1,000 ㎡未満 
0.95  25 

 1,000 ㎡以上 

3,000 ㎡未満 
0.90 100 

1,000 ㎡以上 

3,000 ㎡未満 
0.90  75 

 3,000 ㎡以上 

5,000 ㎡未満 
0.85 250 

3,000 ㎡以上 

5,000 ㎡未満 
0.85 225 

 
5,000 ㎡以上 0.80 500 

5,000 ㎡以上 0.80 475 
    

 （注）三大都市圏とは、次の地域をいいます（具体的な都市名は（参考１）をご覧ください。）。 

   １ 首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又は同条第４項に規定する近郊整備地帯 

   ２ 近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域又は同条第４項に規定する近郊整備区域 

   ３ 中部圏開発整備法第２条第３項に規定する都市整備区域 

 

 

 
 所 在：○○市（三大都市圏） 

 地 目：宅地 

 路 線 価：300,000 円 

 地区区分：普通住宅地区 

 奥 行：30ｍ 

 地 積：600 ㎡ 

 【計算例】 
          奥行 30ｍに応ずる   奥行価格補正後の 
   （路線価）    奥行価格補正率    １㎡当たりの価額 

  300,000 円  ×  0.95   ＝  285,000 円 

  奥行価格補正後の 

  １㎡当たりの価額  （規模格差補正率）  （１㎡当たりの価額） 

  285,000 円  ×  0.79   ＝  225,150 円 

 （１㎡当たりの価額）   （地積）      （自用地の価額） 

  225,150 円  ×  600 ㎡  ＝  135,090,000 円 

 

 

 

 

 

Ⅲ 地積規模の大きな宅地の評価方法の計算例（路線価方式による場合） 

 

記号 

Ⓐ × Ⓑ ＋ Ⓒ 

地積規模の大きな宅地の地積（Ⓐ） 

〈規模格差補正率の計算〉 

 

 規模格差補正率 ＝           × 0.8 ＝ 0.79 

 
（小数点以下第 2 位未満切捨て） 

600 ㎡×0.95＋25 

600 ㎡ 

（普通住宅地区） 

600 ㎡ 

300 千円 

記号 

30ｍ 



 
 

 
圏 名 都府県名 都       市       名 

首都圏 東京都 全域 特別区、武蔵野市、八王子市、立川市、三鷹市、青梅市、府中市、 

 昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、 

国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 

武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、 

日の出町 

埼玉県 全域 さいたま市、川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、 

 春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、 

戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、

北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、 

鶴ケ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、 

毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、宮代町、 

杉戸町、松伏町 

一部 熊谷市、飯能市 

千葉県 全域 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、 

 流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、四街道市、印西市、 

白井市、富里市、酒々井町、栄町 

一部 木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

神奈川県 全域 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、 

 茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、 

海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、 

二宮町、中井町、大井町、松田町、開成町、愛川町 

一部 相模原市 

茨城県 全域 龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、坂東市、つくばみらい市、五霞町、 

 境町、利根町 

一部 常総市 

近畿圏 京都府 全域 亀岡市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、 

 精華町 

一部 京都市、宇治市、城陽市、長岡京市、南丹市、大山崎町 

大阪府 全域 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、泉大津市、守口市、富田林市、 

 寝屋川市、松原市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、 

忠岡町、田尻町 

一部 岸和田市、池田市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、 

 泉佐野市、河内長野市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、 

東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、阪南市、島本町、豊能町、 

能勢町、熊取町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

兵庫県 全域 尼崎市、伊丹市 

一部 神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 

奈良県 全域 大和高田市、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、 

 広陵町、河合町、大淀町 

一部 奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、 

 生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、高取町、 

明日香村、吉野町、下市町 

中部圏 愛知県 全域 名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、 

 刈谷市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、 

東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、 

日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、 

長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、 

阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、飛島村 

一部 岡崎市、豊田市 

三重県 全域 四日市市、桑名市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町 

一部 いなべ市 

（注）「一部」の欄に表示されている市町村は、その行政区域の一部が区域指定されているものです。評価対

象となる宅地等が指定された区域内に所在するか否かは、各市町村又は府県の窓口でご確認ください。 

（参考１） 三大都市圏に該当する都市（平成 28 年４月１日現在） 



 
 

 

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

普通商業・併用住宅地区又は
普通住宅地区に所在するか

 No

No

評価通達20－２の「地積規模の
大きな宅地の評価」の適用対象

評価通達20－２の「地積規模の
大きな宅地の評価」の適用対象外

三大都市圏においては500㎡以上、それ以外の地域におい
ては1,000㎡以上の地積を有しているか

市街化調整区域（都市計画法第34条第10号又は第11号の
規定に基づき宅地分譲に係る開発行為を行うことができる
区域を除く。）に所在するか

Yes

都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地
域に所在するか

指定容積率が400％（東京都の特別区においては300％）
以上の地域に所在するか

Yes

評価対象地

路線価地域に所在 倍率地域に所在

大規模工場用地に該当するか

 

 

 

 

 

 

（参考２） 「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象の判定のためのフローチャート 

平成 2９年１０月 国税局・税務署 

○ このパンフレットは、平成 2９年１０月１日現在の法令等に基づいて作成しています。 

○ ご不明の点や詳細につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。 

○ 税務署での面接による相談を希望される方は、お待ちいただくことなく相談に対応できるよう、あらかじめ電話

により面接日時を予約（事前予約制）していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。 


